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「決済用普通預金規定」改定のお知らせ 

 

「決済用普通預金規定」を以下のとおり改定しますのでご案内申し上げます。 

なお、改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにおかれましても適用いたし 

ますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

１．改定日 

２０２５年４月１日（火） 

２．改定内容 

  「決済用普通預金規定」を以下のとおり改定します。 

改 定 前 改 定 後 

２．（「決済用普通預金」・「決済用普通預金

（総合口座）」取引）（２） 

決済用普通預金、決済用普通預金（総合口座）

の取扱いは、別途普通預金規定、総合口座取引

規定を適用します。なお、決済用普通預金はゴ

ールド総合口座、スーパーゴールド総合口座等

当社が定める特定の総合口座普通預金として

利用することはできません。 

２．（「決済用普通預金」・「決済用普通預金

（総合口座）」取引）（２） 

決済用普通預金、決済用普通預金（総合口座）

の取扱いは、別途普通預金規定、総合口座取引

規定を適用します。なお、決済用普通預金は当

社が定める特定の総合口座普通預金として利

用することはできません。 

４．（口座管理手数料） 

（１）決済用普通預金、決済用普通預金（総合

口座）の利用にあたっては、当社所定の口座管

理手数料（年払い、当該手数料の次回支払い月

末日までの分とします。）が必要です。 

（２）口座管理手数料は申込みに際して初年度

分をお支払いいただき、次年度以降は、当該年

度分として申込月の応当月１５日（土曜・日

曜・祝休日の場合は翌平日、以下「指定日」と

いいます。）に、通帳・払戻請求書の提出なし

に当該口座から自動引き落としします。なお、

個人（事業性を除く）の方への引き落とし済通

知等の送付は省略させていただきます。 

（３）口座管理手数料を指定日の翌月１５日

（土曜・日曜・祝休日の場合は翌平日）までに

支払わなかったとき、当社は所定の方法により

預金者へ通知のうえ、決済用普通預金、決済用
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普通預金（総合口座）を普通預金、普通預金（総

合口座）ヘいつでも切替できるものとします。

なお、届け出のあった氏名、住所に宛てて当社

が通知または送付書類を発送した場合、延着ま

たは到達しなかったときでも通常到達すべき

ときに到達したものとします。 

 （４）すでに支払い済の口座管理手数料は解

約等があっても返却しません。ただし、指定日

の属する月の末日までに解約した場合、または

普通預金、普通預金（総合口座）へ切替した場

合に限り、当該指定日に支払い済の口座管理手

数料を返却します。 

（５）口座管理手数料は、金融情勢の変化等に

より変更することがあります。変更後は変更日

以降最初に到来する口座引き落とし分から適

用します。 

 

以 上  


